
山形県プレミアム付きクーポン券
について

山形県消費応援事業実行委員会

1

1015 -1



消費喚起による地域経済の回復
県民の県内での消費活動を喚起し、地域経済の回復

につなげるため、商工会・商工会議所・山形県が連携し

て、飲食店、小売店、生活関連サービス業の店舗等で使

うことができるプレミアム付きクーポン券を発行します。

１ 事業の目的
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プレミアム付きクーポン券の発行
・発行数：４００万枚（額面５００円券（販売額２５０円））

・販売単位：４枚綴りを１シートとし、２，０００円分を

１，０００円で販売

・販売方法及び使用可能店舗：参加店舗で販売、販売

した店舗でのみ使用可能

・１人当たりの購入上限：１人３シート（１２枚）まで

２ 事業概要
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３ クーポン券①
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３ クーポン券②



 プレミアム付きクーポン券をお客様に販売する

 お客様がプレミアム付きクーポン券を使って支払う
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４ 使用イメージ

店舗 お客様

１シート（@500円×４＝2,000円分）を販売

1,000円を支払い

店舗 お客様

1,200円を請求

クーポン券２枚（@500円×２＝1,000円分）
+現金２００円＝1,200円を支払い

〈例〉

〈例〉



店舗へのクーポン券等の送付
次のものを事務局から参加事業所（店舗）に送付しま

す。

①事業周知ポスター（１部）

②事業参加店舗表示（１部）

③参加事業所（店舗）マニュアル

④プレミアム付きクーポン券

５ 事業の流れ（準備①）
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ポスター 店舗表示



事業周知ポスター及び参加店舗表示を掲示し
てください。

プレミアム付きクーポン券の表面への参加事業
所（店舗）名の記入または押印してください。

５ 事業の流れ（準備②）
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事業所（店舗）
名称を記入
または押印

事業所（店舗）
名称が記入また
は押印されてい
ないクーポン券
は換金できない
場合があります。



購入を希望するお客様にプレミアム付き
クーポン券を １シート１，０００円で販売し
てください。
・購入できるのは、参加事業所（店舗）が所在する市
町村にお住まいの方のみです。
・購入を希望される方の住所が参加事業所（店舗）が
所在する市町村内であることを身分証明書等で確
認してください。
・購入上限は１人３シート（１２枚）までです。

５ 事業の流れ（販売①）
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・他店で販売されたプレミアム付きクーポン券で支払

いを受けることはできません。

・プレミアム付きクーポン券販売時に購入者（お客様）

から裏面にお名前とお住まいの市町村を記入しても

らってください。

５ 事業の流れ（販売③）
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５ 事業の流れ（販売④）



・プレミアム付きクーポン券が完売

した場合は、速やかに「プレミアム

付きクーポン券完売連絡票」を事

務局にＦＡＸしてください。

・「プレミアム付きクーポン券完売

連絡票」を事務局で受領後、完

売の旨をホームページに掲載し

ます。

５ 事業の流れ（販売⑤）
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お客様からプレミアム付きクーポン券によ
る支払いを受ける
・額面額（１枚５００円）の商品またサービスの対価とし

てお受け取りください。

・他店で販売されたプレミアム付き

クーポン券での支

払いを受けることはできません。

５ 事業の流れ(支払いの受領①)
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他の参加店舗の名称
等の記載があるクー
ポン券は換金できま
せん。



・裏面の購入者記載欄にお客様の氏名及び居住市町

村が記入されていることを確認してください。
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５ 事業の流れ（支払いの受領②）



・取扱店控え（半券）が切り離されたプレミアム付きクー

ポン券は無効です。

・通し番号の判別できないプレミアム付きクーポン券は

無効です。

・釣銭は出せないことをお客様にお伝えください。不足

分は現金等で受領してください。

５ 事業の流れ（支払いの受領③）
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・受け取ったプレミアム付きクーポン券は、ミシン目に

沿って切り離して保管してください。

５ 事業の流れ（支払いの受領④）
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切り取る



・プレミアム付きクーポン券の換金のためには、左側の

大きな部分が必要になりますので、大切に保管して

ください。（右側の小さな方では換金手続きはできま

せん）

５ 事業の流れ（支払いの受領⑤）
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・使用済みプレミアム付きクーポン券の右側（参加事業

所（店舗）控え）は大切に保管してください。万が一換

金額に相違があった場合等の照合に必要になります。

５ 事業の流れ（支払いの受領⑥）
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プレミアム付きクーポン券の換金
・「プレミアム付きクーポン券換金請求書」に記入のう

え、使用済みプレミアム付きクーポン券の左側と一

緒に、別にお配りする紙に記載の郵便局にご持参く

ださい。

・「プレミアム付きクーポン券換金請求書」は１１月中旬

に郵送します。

５ 事業の流れ（換金①）
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【換金スケジュール】

・月１回を予定しています。

・１１月中旬に別途郵送にてお知らせします。

【換金手続きを行うことができる郵便局】

・１１月中旬に別途郵送にてお知らせします。

・受付ができない郵便局もありますのでご注意ください。

５ 事業の流れ（換金②）
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換金に関するお問い合わせはコールセンターへご連絡ください。郵便
局への問い合わせはおやめください。



プレミアム付きクーポン券を自ら廃棄処
分してください。
・有効期間以降は販売できません。

・有効期間以降の支払いには受け取らないでください。

・残ったプレミアム付き

クーポン券を買い取

りいただく必要はあり

ません。

６ 有効期間（令和３年２月１４日）までに
販売できなかったプレミアム付きクーポン券の処理
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令和３年２月14日もクーポン券を販売すること
はできますが、必ず当日中の支払いに利用して
もらってください。
有効期間を過ぎてクーポン券を販売した場合の
トラブルについて実行委員会では責任を負いか
ねます。



プレミアム付きクーポン券に残部がある
場合は、追加配布の申込を受付けます。
・追加配布の申込み受付は１２月１日（火）から行いま

す。

・追加配布が可能な枚数は、店舗が所在する市町村

により異なりますので、後日、追加配布可能枚数を

ＨＰに記載します。

７ プレミアム付きクーポン券の
追加配布について①
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・プレミアム付きクーポン券の追加
配布を希望する場合は、「プレミ
アム付きクーポン券追加配布申
込書」を事務局あて送付してく
ださい。
・事務局から追加のプレミアム付き
クーポン券を送付します。（残部の
状況によっては、ご希望に添えない
場合があります。

７ プレミアム付きクーポン券の
追加配布について②
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 プレミアム付きクーポン券は、各参加事業所（店舗）が所在
する市町村にお住まいの方にのみ販売してください。

 プレミアム付きクーポン券をお客さまに販売せずに換金する
ことのないようにしてください。

・後日、不正が判明した場合、既に換金している場合はそ

の換金額の返還を求めます。

・不正の疑いがある場合、参加事業所（店舗）に対し販売

の事実の確認を求める場合があります。

〈お願い〉
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 他店舗で販売されたプレミアム付きクーポン券は受け
取らないでください。

 プレミアム付きクーポン券の取扱いにあたっては、関係
団体が策定した業種ごとの「感染拡大防止ガイドライ
ン」に基づく新型コロナウイルス感染症の感染防止対策
を徹底してください。

〈お願い〉
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 コールセンター

ＴＥＬ ０５７０－６６６－８１２
（受付：月曜～金曜 ９：３０～１７：００）

 山形県消費応援事業実行委員会事務局

〒９９０－８５７０ 山形市松波２－８－１

山形県産業労働部 商業・県産品振興課内

お問い合わせ先
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